
土木工事等による埋蔵文化財届出事務の流れ  【取り扱い：浜松市文化財課】

浜松市文化財課＝浜松市教育委員会の補助執行機関 

(調整の開始) 

(事業者→浜松市文化財課)
※地域遺産センターへ直接・FAX・メール等で位置図を提示

                             （浜松市文化財課→事業者）

  〔範囲内〕     〔可能性あり〕    〔範囲外〕

※設計段階でなるべく速やかに図面等を提示

                         （事業者→浜松市文化財課）

                        【★予備調査依頼書の提出】

（土地所有者→浜松市文化財課）

     〔範 囲 内〕     〔範 囲 外〕               

              【★埋蔵文化財発掘の届出書の提出】

(事業者→浜松市文化財課)  
               ＊工事に着手しようとする日の 60 日前まで

      ※別途確認調査が必要な場合あり 

【遺跡発見の届出書】

                                        （事業者→浜松市文化財課）

【埋蔵文化財の発掘調査に係る指示の通知書】（浜松市文化財課→事業者）

           ① 本発掘調査依頼書 （事業者→浜松市文化財課）

② 協定書案、概算経費等の提示（浜松市文化財課→事業者）

※本発掘調査の時期や経費、方法等について浜松市文化財課と協議

③ 協定書締結（事業者と浜松市、現地調査・整理・報告書作成までの期間）

④ 現地調査の実施（浜松市文化財課）

〔重要遺跡発見〕 〔記録保存〕 ⑤ 現地調査終了手続き 浜松市文化財課→事業者、県文化財課

〔変更可〕 〔変更不可〕                              浜松市文化財課→事業者

                                          実績報告書提出､費用精算手続き

★印の文書は、浜松市役所 HP にてサイト内検索「埋蔵文化財」で、様式等をダウンロードできるページがあります。 

開発事業の立案

取扱い協議（設計変更の可否等）

予備調査（試掘確認調査・分布調査等）

調査結果回答・報告

埋蔵文化財等の所在の有無についての照会

所 在 の 有 無 に つ い て の 回 答

現状保存等 工事着手

不時発見の場合

遺跡発見届出

(法第 96 条) 

土木工事等による届出 

(文化財保護法第 93 条) 

指示・勧告

本発掘調査 工事立会 慎重工事 その他

協議・打ち合わせ

( 5)

本 発 掘 調 査

（法第 99 条）

浜松市教育委員会

の指導により実施

事業計画の変更等の再協議

現場引渡

整理・報告書作成

工事着工

設計変更等
【問い合せ先】浜松市浜名区引佐町井伊谷 616-5

       浜松市地域遺産センター
（浜松市文化財課 埋蔵文化財ｸﾞﾙｰﾌﾟ）

電話番号 ０５３－５４２－３６６０
ＦＡＸ  ０５３－５４２－３３２６

E-mail maibun@city.hamamatsu.shizuoka.jp
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93 条協議用

取扱い協議（工事掘削深度や範囲等の確認）

影響有影

響

無

工事着工工事着工（工事立会有）

影

響

無


